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第 3術科学校業務部施設課



(趣 旨 )

第 1条  この規則 は、
「工事等」 とい う。

請負業者心得

第 3術科学校業務部施設課が行 う工事及び役務 (以下

)に 関 して必要な事項 を定めるもの とす る。

(総則 )

第 2条  第 1条 に基づ く、工事等 の請負者 は、施 工及び作業 (以 下 「施工等」

とい う。 )にお いて、本規則及び 「公共 工事標準請負契約約款 (中 央建設業

審議会)Jを 遵守 し、各々の対等な立場 における合意に基づいて、各条項に

よつて公正 な請負契約 を締結 し、信義 に従 って誠実にこれ を履行す るもの と

す る。

(法令の遵守 )

第 3条 請負者 は工事等の施工等に当た り、関係諸法規を遵守 し、工事等の円

滑な進捗 を図る とともに、諸法令の適用 は、請負者 の負担 と責任において行

わなければな らない。

(安全管理等 )

第 4条  請負者は、関係諸法規 を遵守 し、施工区域及びその周辺の安全が確保

できるよ うに、必要な措置 を講 じなけれ ばな らない。

2 請負者は、作業中における安全の確保 をすべてに優先 させ、労働安全衛生

法等関係法令 に基づ く措置 を常に講 じてお くもの とす る。

3 請負者は、施工箇所及びその周辺 にある地下地上の既設構造物 に対 して支

障を及ぼ さない よ う必要 な措置 を施 さなければな らない。 なお、地下地上の

既設構造物 に対 して損害を与 えた場合は、直ちに監督官に報告す るとともに、

必要 に応 じ関係機 関に通報す るとともに応急処置 を施 し、速やかに補修 し現

状に復 旧させ なけれ ばな らない。特に部隊運用 に支障をきたす損傷等につい

ては、施工等の工程 よ りも損傷等の現状復 旧を優先す るもの とす る。

(設 計図書の管理 )

第 5条 請負者 は貸与 された設計図書等 を当該工事等 F-3係者以外 に貸出 し、複

製及び閲覧 させてはな らない。 また、その内容 を漏洩 させてはな らない。

2 貸与 され た設計図書等は、工事等完成 (完了)後 すべて監督官に返却す る

もの とす る。

(提 出書類 )

第 6条 各提 出書類は各契約 (工事等)ご とに、別表お よび別紙様式によ り定

める。また、監督官が必要 と認 める書類 を提 出す るもの とす る。
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(通 門手続 )

第 7条 次の各号に該 当す る場合は、工事関係通 門 (立入 )許可申請書 (別 紙

様式第 1及 び別紙様式第 2)に よ り申請 を行い、許可を受 けるもの とす る。

また通門時間は原則 として平 日の 08:15～ 17:00ま で とす る。なお、

施工等が短期間又は通門者 が少数の場合 は、監督官の指示にて面会処置 とす

る。細部は監督官の指示によるもの とす る。

(1)一 定期間継続 して、出入 りす る必要のある場合

(2)通 門者 が多数 であ り、監督官が必要 と指示 した場合

(3)立入場所 が特定区域であ り、監督官が必要 と指示 した場合

(通 門停止 )

第 8条  次の各号に該 当す る場合は、団体 (業者 )及 び個人の通門を停止す る

もの とす る。

(1)基地内の諸規則 を遵守せず、秩序 を乱 し監督官 の指示に従わない場合

(2)通 門許可証等の紛失

(3)通 門許可期 間の失効

(4)そ の他 、部 隊側で通門を不適 と認 めた場合

(車両通行 )

第 9条  基地内の車両通行 は次の各号の とお りとす る。

(1)基地内の車両最高速度 は、次の とお りとす る。 また、車両通行について

は、道路交通法を遵守 し、安全運行に心がけるもの とす る。

ア 第 3術科学校本部庁舎前、食堂通 り及び保安林地区内道路

毎時 30キ ロメー トル

イ 外周道路

毎時 40キ ロメー トル

ウ 前号以外 の道路

毎時 50キ ロメー トル

(2)保安林地区にお ける車両通行 は次の とお りとす る。

ア 保安林地 区を車両通行す る必要がある場合は、保安林地区車両通行 申

請書 (別 紙様式第 3)を 申請 し許可を受け、保安林地 区車両通行許可証

(別 紙様式第 4)の 交付 を受 けるもの とす る。 なお、運行終了及び基地

外ヘー時通門す る場合は、監督官へ必ず返却 した後 に通門す る。

イ 保安林地区の車両通行 中は、前項で交付 を受 けた保安林地区通行許可

証 を車両の運転席側前面ダ ッシュボー ド上に常時表示す るもの とし、終

日前照灯を点灯す る。なお、見通 しの悪い場所 については、警笛 を鳴 ら

し徐行す るもの とす る。

(3)車両通行 中において、官用車並びに徒歩 (か け足)行進 中の部隊に対 し

て、その通行 を妨げてはな らない。
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(4)基地内において、発生材等 (木材、鉄 くず及び土砂等)を運搬 中に車道

及び歩道等に飛散若 しくは汚損 させ た場合は、速やかに清掃 を実施す るも

の とする。

(基地 内での行動 )

第 10条 施工場所及び指定 された搬 出入経路並びに事前に許可を受 けた場所

以外への立入 りは禁止す るもの とす る。 なお、基地内の行動 については次の

各号の とお りとす る。

(1)施工管理上必要な写真撮影以外の、基地内での写真撮影は禁止す る。

(2)あ らか じめ指定 された場所以外での喫煙は禁止す る。また、喫煙場所以

外 の、作業 中、歩行 中及び車両運行 中の喫煙 は禁止す る。

(3)許可無 く、チラシの配布及びポス ター等の掲示 をす ることは禁止す る。

(4)面会票 (バ ッジ)、 通 門証及び腕章等は常時装着 し、部隊側の要求があ

った場合 は提示 しなければな らない。車両運行証は常時運転席前面の外部

か ら確認 できる場所 に置 くこと。また、面会票 (バ ッジ)、 腕章及び車両

運行証等 は作業 中に紛失 しない よ うに留意す る。

(5)そ の他、上記以外に監督官か ら指示 された基地内の行動等については、

厳守す る。

(疑義 )

第 11条 設計図書の内容 において、図面 と仕様書の内容 に相違がある場合や

明示の無い場合 、現場のお きま り及び取合せ等 の関係 に より必要なものは請

負者 が実施す るもの とし、材料 の寸法、取付け位置及び工法 を変更す る場合

は、監督官 と協議す るもの とす る。 この場合にお ける工事期間 (履行期間 )

の延長 は しない もの とす る。 この打合せ の記録は監督官の指示によ り工事打

合せ簿 (役務打合せ簿)(別 紙様式第 5)と して記録に残す もの とす る。

(着 工届、工程表及び工事人名簿 )

第 12条 請負者 は契約締結後速やかに、着工 (役務開始)届 (別 紙様式第

6)を提 出す ること。監督官 と施工等の打合せ を行い、工程 (作業 日程)表
(別 紙様式第 7)及び工事人 (作業員)名 簿 (別紙様式第 8)を監督官に提

出 し、承認 を受 けなければな らない。

2 請負者は、大型機材等 を搬入 し作業 を行 う場合は、監督官へ工程 (作業 日

程)表 とともに搬入 日時、運搬方法及び保管場所等 を協議 し、承認 を受けな

ければな らない。特 に高所 による吊 り上げ作業 を行 う場合、航空法による高

さ制限等があるので、作業方法機種選定等について監督官 と協議 し、承認 を

受 けた後、工程 (作業 日程)等 を決定す ること。



5

(現場代理人及び主任技術者 の選任 )

第 13条 請負者 は、現場代理人及び主任技術者 を選任 し、現場代理人及び主

任技術者選任通知書 (別 紙様式第 9)を 監督官 に通知 しなければな らない。

また、これ らの者 を変更 した ときも同様 とす るもの とす る。

2 現場代理人は、契約 の履行 に関 し現場に常駐 し、その運営、取締 り及び監

督官 との連絡調整等 を行 うもの とす る。

3 主任技術者 は、建設業法第 7条及び第 26条 に基づ き選任 し、契約の履行

に関 し、施工における技術的な管理 を行 うもの とす る。

4 現場代理人、主任技術者及び監理技術者 はこれ を兼ね ることができる。

5 工事監督官が、現場代理人等が工事等の施工又は管理 につ き著 しく不当で

ある と認 めるときは、その理 由を明示 した書面等によ り、請負者 に必要な措

置 を求めるとともに、契約担 当官に報告す るもの とす る。

(承認 図 )

第 14条  請負者 は、特記事項 に基づ き、製 品製 作等す る場合 は、施 工に先 立

ち承認 を求める図面 (任意様式)を提出 し、監督官の承認後施工す るもの とす る。

(施工体制 )

第 15条 請負者 は、契約締結後関係法規に基づ く工事及び下請負契約 の設定

を行 う工事について、監督官に通知す るとともに、施工体制台帳等 を提出す

るもの とす る。施工体制台帳等の様式は、一般社 団法人全国建設業協会策定

の全建統一様式 を使用す るもの とし、細部は監督官の指示 によるもの とす る。

(使用材料 )

第 16条 使用材料等は、 JIS規 格等の材料 を使用す ること。規格外の材料

については、監督官の指示に従い、承認 を得 るもの とす る。

2 搬入時にお ける監督官の検査に合格 したものでなければ使用 してはな らな

い (別 紙様式第 10)。
3 検査に合格 した材料について、出荷証明書等 (任意様式)を提出するものとする。

4 官側 より材料の貸与及び支給 を受 けた場合は、仕様書に より、規格、品質

及び数量を確認 し、支給材料受領書 (別 紙様式第 11)を 提 出す るもの とす

る。危険物等の搬入は、あ らか じめ監督官に報告 し、許可を得てか ら搬入す

るもの とす る。

(品 質保証書及び試験成績表 )

第 17条 必要に応 じ、納品材料等の製造会社 による品質保証書又は試験成績

表 を提 出す るもの とす る。 (レ デ ィー ミクス トコンク リー ト、アスファル ト

混合物、塗料、砕石及び精密機器等)そ の他、特記事項で設定 された期間に

基づ き、施工に対す る保証書を提 出す るもの とす る (任意様式)。
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(発 生材 )

第 18条  施 工等 にお いて発生 した発 生材等 は分類 ご とに、関係 諸法規 を遵 守

し適正 に処理及 び処分 を行 うもの とし、産業廃棄物処理業者 との委託契約書

等及 び受託業者 の各許可証 の写 しを提 出す るもの とす る。

2 施 工等 にお いて発 生 した廃 棄物等 は、関係 諸法規 を遵 守 し適正 に処理、処

分 を行 うもの とす る。 また、その処分後 には、産業廃棄物管理票等 の写 し

(A票 、 B2票 、 D票及 び E票)を提 出す る もの とす る。

3 発生 土、 コンク リー ト塊及 びアス ファル ト塊等 は、建築 リサイ クル法等 、

関係 諸法規 を遵 守 し適 正 に処理 、処分 を行 うもの とす る。 また、そ の処分後 、

産業廃棄物管理 票等 の写 し (A票 、 B2票 、 D票及 び E票)を提 出す るもの

とす る。 なお 、基地 内において処分及び一時保 管 を行 う場合 は、特記事項 又

は監督 官の指示 に よるもの とす る。

4 施 工等 にお いて発 生 した金属 くず等 は、原則 として基地 内処分す るもの と

す る。発 生材調書 (別 紙様式第 12)に 金属種別及 び数 量等 を明記 し提 出す

るもの とす る。 また、運搬集積場所 につ いては、特記事項又 は監督官 の指示

によるもの とす る。

(施工管理・記録等 )

第 19条 請負者は、工事 (役務 )日 報 (任意様式 )、 写真等によ り施工等の

全般的な経過 を記録す る とともに、各種試験等 を実施 した場合には、試験結

果報告書 (任意様式)を提 出す るもの とす る。

2 請負者は、次に掲 げる資料及び千」行物 に沿つて、写真管理 を行 うもの とす

る。

ア 防衛省整備計画局制定 「土木工事共通仕様書 J

イ 国上交通省大臣官房官庁営繕部制定 「営繕工事写真撮影要領 J

ウ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 「工事写真の撮 り方 J建築及び建築

設備編

工 土木施工管理技術研究会編集 「土木工事写真 の撮 り方」

3 施工写真は、施工 (作業)前、施工 (作業)中 、施工 (作業)後及び隠蔽

となる箇所、主要な工程 の施 工状況 を監督官 と協議の上決定す るもの とす る。

管理要領 は、写真管理 をソフ トウェアにて管理 し、Excel等 によ り工事

用アルバムの仕様に印刷 した もの (A列 4番 を縦 に使用 し、 レーザープ リン

ターにて鮮明に印刷 しているもの。)を整理 し提 出す ること。なお、特記事

項又は監督官の指示 によ り、写真用紙 L判 (サ ー ビスサイズ)程度で、工事

用アルバム (A列 4番 )に整理編集 した ものを代用 し、提 出できるもの とす

る。

4 デ ジタルカメラの有効画素数は監督官 と協議 の うえ決定す るもの とし、黒

板の文字及び撮影箇所等が判読できる機能及び精度 を確保 できる機材 を用い

るもの とす る。
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5 施工管理上、作成 した記録等 を当該 工事 関係者以外 に貸 出 し、複製及び閲

覧 させてはな らない。 また、その内容 を漏洩 させ てはな らない。

(完成又は完了検査 )

第 20条 完成 (完了)検査 は、書類検査 と現場検査に大別す る。検査の受検

の準備 と して、全ての工事等 関係書類提 出を済ませた後、工事完成通知及び

工事完成検査願 (役務完了通知及び役務完了検査願)(別 紙様式第 13)を
提出す るもの とす る。各検査 日時については、事前に監督官 と調整す るもの

とす る。 また、必要に応 じ検査官の中間検査 (別 紙様式第 14)を 受 ける場

合がある。細部は、監督官の指示によるもの とす る。

2 書類検査

書類の提出及び監督官の書類が一件書類 として整理完了後、検査官の完成

検査 を受検す るもの とす る。

3 現場検査

施工現場 にお ける施工等が完成 (完 了)後 、遅滞な く検査官の完成査を受

検す るもの とす る。 また、検査状況を写真にて管理す るもの とす る。

(引 渡書及び役務完 了届 )

第 21条 完成 (完了)検査終了 し、合格判定後に引渡書 (役務完了届)(別
紙様式第 15及 び別紙様式第 16)を 提 出す るもの とす る。

(清掃及び後片付 け )

第 22条  工事等の完成 に際 し、請負者 の責任 と負担 において一切の機器、余

剰資材 、工事等発生材及び仮設物等 を撤収 し、現場等 を清掃 し、かつ整然 と

した状態 にす るもの とす る。 また、土砂 、 _R~材 の搬入及び搬 出に使用す る道

路は、常に路面 を清掃 し、整然 と保 てるよ うに適正 に道路管理を行 うもの と

す る。

(時 間外残務届 )

第 23条  施工等の工程及び進捗状況によ り、平 日の 17:00以 降又は土 日

及び祝祭 日に作業を必要 とす る場合は、時間外残務届 (別紙様式第 17)を
提出 し許可を受 けるもの とす る。 日曜 日及び年末年始期間の作業ついては、

施工等 の工程及び進捗状況上必要 と認 め られない限 り、原則 として許可 しな

い 。

2 時間外残務届は、原則 として作業予定 日の前々 日15:00ま でに監督

官 に提 出す るもの とす る。 なお、作業予定 日が土 日及び祝祭 日の場合は、

木曜 日15:00ま でに監督官 に提 出す るもの とす る。

3 作業の特性上、夜 間に作業が必要 な場合は、特記事項又は監督官 と協議

の うえ、必要な申請 を行 い許可を受 けるもの とす る。



8

(仮設物 の設 置 )

第 24条  仮設物 を設置す る場合 は、あ らか じめ仮設物設置 申請 書 を提 出 し、

許可 を受 けるもの とす る (別 紙様式第 18)。

(電気  水道 の使 用 )

第 25条  基地 内にお いて電気及び水道 を使用す る場合 は、あ らか じめ電気・

水等使用 申請書 (別 紙様 式第 19)を 提 出 し、許 可 を受 ける もの とす る。 ま

た、計 量機器 、配管配線 等は請負者 の負担 において行 うもの とし、使用料金

の支払 いにつ いては、会計課契約担 当官 との契約 に よるもの とす る。

(火 気 の使用 )

第 26条  各工事等 において、屋外 にお け る裸火 (火花 を発す る器材 を除

く。 )及 びス トーブ を使 用す る場合 は、 あ らか じめ部外者火 気使用 申請書

(別紙様式第 20)を 提 出 し、許可 を受 けるもの とす る。

2 ス トーブを使用する場合は、部外者火気使用申請許可後、ス トーブ点検表

を日々記録するものとする。
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提出書類一覧表

提出時期 書  類 工事 役務 役務 (100万未満 ) 吉F品取替

契

約
後
速
や

か
に

着工届 (※役務開始届) 0 0 省 lTA

工程表 (※作業 日程表 ) O 0 0 0

工事人名簿 (※ 作業員名簿 ) 0 0
一Ｘ

ｔｉ省

現場代理人及び主任技術者選任通知書 〇 〇 省Ⅲ各

承認図 (任意様式 ) 必要時

施工体市」台帳
下詰負契約

設定時0

そ

の
都
度

工事打合せ簿 (※役務打合せ簿 ) ,必 要‖寺

材料検査簿 .ビ 要 Ii

出荷証明書 (※納品書)(任意様式 ) 必要 I寺

支給材料受領書 必要時

混1質保証書 (任意様式 ) 必要時

各種試験成績表 (任意様式) 必要時

中間検査願 必要時

（
完

了
時
）

完
成
時

発生材調書 必要時 省略

工事完成通知及び工事完成検査願
(※ 役務完了通知及び役務完了検査願 )

0 0 省 略

引渡書 (※役務完了届 ) 0 0 省 略

写真 (フ ァイル共 ) 0 O 0 O

見本 カタログ等 必要時

工事 役務 日報 (任意様式) O O 0 省I略

産業廃事物管理票(Att B 2票 D東及びE票 )写 し 必要時

そ

の
他

工事関係通門 (立入)許 |∫ 申請書 必要時

保安林地区車両通行申請書
`要

時

時間外残務届 必要時

仮設物設置申請書 必要時

電気 水等使用中請書 必要時

部外者火気使用申請書 必要時

注 : ※印は、役務書類である。

/
―

―

―

//
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〇〇  年   月  日

芦屋基地司令 段

会 社 名
所 在 地

代表者氏名     印

工事関係通門 (立入)許可 申請書

下記 の とお り、芦屋基地通 門 (立入)を許可 され るよ う申請致 します。

1工 事 名

2 工 事 場 所 工事人数

3 工 事 期 間  ○〇  年  月  日 ～  ○〇  年  月  日

4 工事人名簿

5 添 付 書 類  別紙 :「工事人名簿」

記

腕 章   個

上記の とお り、入門を許可 された く副 申す る.

00  年   月  日

職 名

階 級             氏 名 Fロ



別 紙

Π
Ｐ

一Ｌ

工事名 :

工事人名簿
名
地
名氏

社
在
者表

会

所
代

腕 章NO
(ふ りがな)

氏  名
生年月 日 本籍地 現住所 職 務 内容 備 考

1

2

3

4

D

6

7

8

9

10

1  1



地 i安 全

統制幹部
課  長

安全係

幹部

芦屋基地司令 殿
(地上安全統制幹部気付 )

12

○〇  年   月  日

申請者
一Ｌ

保安林地 区車両通行 申請書

標記 について、下記の とお り申請す る。

通行 目的 場所 (行先 ) 通行 日時又は期間 車種 (色 ) 車両 番号

許可番号 交付 日 有効期 間 モ
=ネ

内日 青考
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1表  | 許可番号 口爾

保安林地区車両通行許可証

OO OOO O
:

車両番号

l l
: 1

: :

I :
l :

:

:

:

:

一
 :

l

: :
l :
: l
l l
l l1

有効期間 :○○ まで

芦屋基地司令

注

1 保安林地区の運行中は、保安林地区車両通行許可証を車両の運転席側
ダッシュボー ド上に常時表示するものとする。

2 保安林地区運行中は定め られた最高速度 (30)以 下で走行 し、徐行、
一時停止 を確実に行い安全走行に努めること。

3 指定された場所以外は通行 しないこと。

4 保安林地区を通行す る車両は、終 日前照灯を点灯するとともに見通 し
の悪い場所は警笛を鳴 らし徐行する。

5 運行終了後は、速やかに地上安全統制幹部に返納するものとする。

二思
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OO 年

工事打合せ簿

施設課長 総括班 長 ○○班長 ※ 財産係長

Fll F日 巨ロ
口
Ｐ

Ｌ́

※ 企 画係 長 主任監督官 監督 官 現場代理 人

Ｌ́ 匡ロ
一Ｌ

F「

注 :1 「請負者J、 「官側Jのや り取 りがわかるように記入す る。

注 :2 打合せは、①年月 日、②場所、③打合せ者、①立会者の記載指示

を明記す ること。
注 :3 必要な場合は、図面を添付す る。
注 :4 契約金額の変更がないことを確認す る文書を必ず明記する。

注 :5 ※印の財産係長及び企画係長は、必要に応 じ確認 をもらうこと。

こついては、工事打合せ簿 を役務打合せ簿に置 き え る

日
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別紙様式第 6(第 12条関連 )

契約担 当官 殿

着  工  届

1件    名

2契 約 金 額   ¥

8 工 事 場 所    航空 自衛隊芦屋基地

4 工 事  期  間     〇〇  年   月  日 か ら

OO  年   月  日 まで

上記 の工事は、OO  年   月  日開始 しま したので

お届 け します。

○〇  年   月  日

請負者住所
氏   名

注 : 役務については、着工届、工事場所及び工事期間をそれぞれ役務開始届、履
行場所及び履行期間に置き換える。

日
Ｐ

Ｌ́



については、 間及 び



響
　
　
　
ピ

杯
翠
や
弧
柵

設

響
く
椰
Ｈ 響

〓
）
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1件  名

現場代理人及 び主任技術者選任通知書

2 工事場所  航空 自衛 隊芦屋基地

3 工事期間  〇〇  年   月  日 か ら

〇〇  年   月  日 まで

4 現場代理人及 び主任技術者

氏   名

上記の とお り現場代理人及び主任技術者 を選任 したので、通知 します。

〇〇  年   月  日

契約担 当官 殿

請負者住所

氏   名
ト́

注 : 役務については、工事場所、工事期間をそれぞれ履行場所、履行期間に置き
換える。



材料検査簿

〇〇  年   月  日か ら

OO  年   月  日まで

19

については、工
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主 任
監督官

監督 官

支 給 材 料 受 領 書

1 件    名

2 材料の内容等

材  料 名 規 1各 単位 受領数量 受領場所 備   考

^~,｀
大｀

|、
｀

`■ '大
イヽ 、ヽ |`引

“

.― ′、γ●r^

3 受領年月 日  〇〇  年  月  日

上記の とお り受領 しま した。

OO  年  月  日

契約担当官 殿

請負者住所
氏名

日
＝

一Ｌ



発 生 材 調 書

○〇  年   月  日か ら

〇〇  年   月  日まで

21

については、工 行期間に置 き
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については、工事完成通知及び工事完成検査願 を役務完了通知
完了検査願、工事期間を履行期間、完成年月 日を完了年月 日、工事を役務、完
成 を完了にそれぞれ置 き換える。

課   長 総括班長 企画係長 00班 長 00係 長 主任監督官 監督官

工事完成通知及び工事完成検査願

1件    名

2 工 事  期 間   00  年   月  日 か ら

○〇  年   月  日 まで

3 完 成 年 月 日   〇〇  年  月  日

4 検査希望年月 日   ○〇  年   月  日

上記の とお り工事が完成 したので、完成検査 をお願い します。

〇〇  年   月  日

契約担 当官 殿

請負者住所

氏名 巨ロ
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課   長 総括班長 企画係長 OO班 長 OO係 長 主任監督官 監督官

中 間 検 査 願

1 件      名

2 工 事  期 間   OO  年  月  日 か ら

○〇  年   月  日 まで

3 完 成 年 月 日   〇〇  年   月  日

4 検査希望年月 日   ○〇  年   月  日

既済部分の工事 について、仕様書の とお り完成 したので、中間検査 を
お願 い します。

○〇  年   月  日

契約担 当官 殿

請負者住所

氏名 Fロ

務 、完成 を完了にそれぞれ置 き換 える。

については、工事期間を履行期間、完成年 月 日を完 了年月 日、工
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引 渡 書

に関わる工事 目的物 を引き渡 します。

〇〇  年   月  日

契約担 当官 殿

請負者住所

氏   名
日
＝

Ｌ́
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役 務 完 了 届

契約担当官 殿

1件    名

2契 約 金 額   ¥   ―

3 履 行 場 所    航空 自衛 隊芦屋基地

4 履 行  期  間     ○〇  年   月  日 か ら

○〇  年   月  日 まで

上記の役務は、OO  年  月  日完了しましたので
お届けします。

○〇  年   月  日

請負者住所
氏   名
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関係 所 属長 担  当 者

基地当直幹部

管理課長           殿

時 間 外 残 務 届

通門残業 関係

責任者 氏名

日    1寺

月

月

月

月

月

月

月

月

日

日

日

日

日

日

日

日

時   分～  時  分

時  分～  時  分

時  分～  時  分

時  分～  時  分

時  分～  時  分

時  分～  時  分

時  分～  時   分

時   分～  時  分

場   所 航空 自衛 隊芦屋基地

人   数 代表者 他 名

作業 内容

その他
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教務課長 装備班長 施設係長 係 受付年 月日

受付番号

〇〇  年   月  日

芦屋基地司令  殿
(教務課長気付 )

使用部 隊の長  印

仮設物設置 申請書

下記の とお り仮設物の設置 を許可 された く申請す る。
記

1 使用 目的

2 使用場所

3 使用期間  ○〇  年  月  日 ～ ○〇  年   月  日

4 面積・構造

5 使用責任者

受付年月 日

仮設物設置許 可証

1 使用 目的

2 使用場所

3 使用期間  ○〇  年   月  日 ～ OO  年   月  日

4 面積 ・構造

5 使用責任者

6 使用条件

(1)関係法令に基づ き、設置す るもの とす る
`(2)台風、火 災、防犯等 の対策 を講ず ること。

(3)許 可証は見やすい場所 に掲示す ること。
(4)使用停止後は現状 に復す ること。

上記の とお り許可す る
○〇  年   月  日

芦屋基地司令
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教務課長 装備班長 IL設係長 係 施設課長 会計課長 受付年月 日

受付番 号

〇〇  年   月  日

芦屋基地司令  殿
(教務課長気付 )

申請者          印

電気・水等使用 申請書

下記の とお り (電気 水 汚水 )の使用 を許可 され た く申請す る。
記

1 使用 目的

2 使用場所

3 使用期間  〇〇  年   月  日 ～ ○〇  年   月  日

4 使 用予定量 電気   kw/時 、水    t/日 、汚水    t/日

5 使用責任者

許可年月 日

(電気・水・ 汚水)使用許可証  1許 可

1 使用 目的

2 使用場所

3 使用期間  〇〇  年  月  日 ～ OO  年  月  日

4 使用予定量 電気   kw/時 、水   t/日 、汚水   t/日

5 使用責任者

6 使用条件
(1)関係法令に基づき、配線・配管をおこな うこと。
(2)計量器 を設置 し、毎月官側の検針を受け、使用料を払 うこと。
(3)許可証は見やすい場所に掲示す ること。
(4)使用停止後は現状に復す ること。

上記の とお り許可す る
○〇  年  月  日

芦屋基地司令
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防火防災管理者 消 防 班 長 検 査 係

○〇  年  月  日

担当部隊等の長

芦屋基地司令 殿

(防火防災管理者気付 )

部 外 者 火 気 使 用 申 請 書

申請者
会社名等    氏名

下記 の とお り、火気の使用を許可 された く申請す る。

青己

1 火気 の種類
2 使用場所
3  使用 目的
4 消火設備 の種類
5 使用期間及び時間

― ―
―

― ―
―

― ― 一 ― ―
   

― =―

―

― ― ―
―

―
―

―

許可番号
火 気 使 用 許 可 証

1 火気 の種類
2 使用場所
3 使用 目的
4 使用期間及び時間

上記のとお り、許可する。
なお、裏面の注意事項を厳守 されたい。

〇〇  年  月  日

芦 屋 基 地 司 令   印

一Ｌ


